
 

地方分権の推進に関する決議 

 

 真の地方分権を実現し、個性豊かで活力に満ちた地域社会を形

成することが重要な課題となっており、これは世界の潮流である。 

 また、我が国の内政を取り巻く環境が大きく変貌する中、国と

地方の役割分担を明確にし、地方の自己決定の範囲を拡大するな

ど、地方分権型の新しい行政システムを構築し、自主・自立の地

域社会を実現していくことが求められている｡ 

 とりわけ、都市自治体は、住民に最も身近な基礎自治体として、

「補完性の原理」の考え方に基づき、地域における包括的な役割

を果たすことがこれまで以上に期待されており、自立性の高い行

政主体となるためには、十分な権限と税財政基盤の確立が必要で

ある｡ 

 よって、国においては、地方分権の推進に当たり、下記事項を

実現するよう強く要請する。 

 

記 

 

１．地方分権の理念に沿って真の三位一体改革を推進し、残され

た地方分権改革の最大の課題である国から地方への税源移譲等

を基軸とした都市税財政基盤の確立を図ること。 

また、国庫補助金の廃止に際しては、同時に、法令等による

事務の義務付けの廃止や基準の弾力化など、国の関与を廃止・

縮小すること｡ 

２．都市自治体が、自立性の高い行政主体として、福祉や教育、



 

まちづくりなど住民に身近な事務を総合的・完結的に処理する

ことができるよう、人口規模等に応じて、事務・事業の更なる

移譲を推進するとともに、さまざまな国の関与の廃止、縮減を

一層進めること。 

３．特例市は中核市と同様に、中核市は政令指定都市と同様に、

政令指定都市は都道府県と同様になるよう事務・事業の移譲を

図ること。 

  また、中核市、特例市の指定要件を緩和すること。 

４．市町村の自主的合併が円滑に進展するよう、的確な情報の提

供や相談、助言を充実するとともに、合併市町村の計画的な振

興、整備を促進するため、「市町村合併支援プラン」に基づく財

政措置を継続し、合併特例債について地域の実態に応じた活用

ができるようにするなど、適切な財政措置を講じること。 

 

以上決議する。 
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